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第
４
次
総
合
計
画
（
平
成　

年
度
〜
平
成

13

　

年
度
）
で
は
、
和
寒
町
の
保
健
・
医
療
計

22画
と
し
て
「
明
る
く
活
き
活
き
と
く
ら
せ
る

健
康
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
大
き
な
テ
ー
マ
に

掲
げ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
和
寒
町
が
行
っ
て
き
た
健
康
の

ま
ち
づ
く
り
で
は
、
他
市
町
村
に
先
駆
け
た

健
康
と
子
育
て
支
援
制
度
に
関
す
る
事
業
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
和
寒
町

な
ら
で
は
の
特
色
あ
る
事
業
の
一
部
を
ご
紹

介
し
ま
す
。
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概
要　

妊
婦
健
康
診
査
費
を
助
成
す
る
こ
と

に
よ
り
、
妊
婦
の
健
康
診
査
受
診
を
推
進
し

妊
婦
及
び
胎
児
の
健
康
保
持
増
進
に
努
め
、

母
子
健
康
管
理
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

対
象　

町
内
に
住
所
を
有
し
居
住
す
る
妊
婦

補
助
金
額　

妊
婦
健
康
診
査
と
そ
れ
に
伴
う

精
密
検
査
に
か
か
る
費
用
を
１
回
に
つ
き
、

１
万
円
を
限
度
に
助
成
し
ま
す
。

　

こ
の
妊
婦
健
康
診
査
費
の
助
成
制
度
は
、

妊
娠
が
認
め
ら
れ
た
時
点
か
ら
、
出
産
ま
で

の
間
に
か
か
る
全
て
の
健
診
費
用
に
つ
い
て

助
成
す
る
制
度
で
す
。
他
市
町
村
に
お
い
て

は
助
成
回
数
に
制
限
が
あ
る
な
ど
、
一
定
の

要
件
が
あ
り
ま
す
が
、
町
で
は
、
出
産
前
か

ら
子
育
て
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
全
て

の
健
診
費
用
に
対
し
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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乳
幼
児
医
療
費
の
一
部
を
そ
の
保
護

者
に
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
疾
病
の
早
期

診
療
と
早
期
治
療
を
促
進
し
、
乳
幼
児
の
保

健
の
向
上
と
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

対
象　

医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
被
保

険
者
も
し
く
は
被
扶
養
者
で
あ
り
、
町
の
区

域
に
住
所
を
有
し
て
居
住
す
る
世
帯
に
属
す

る
乳
幼
児
（
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受

け
て
い
る
乳
幼
児
・
乳
児
院
な
ど
児
童
福
祉

施
設
に
入
所
し
て
い
る
乳
幼
児
は
除
く
）

補
助
金
額　

要
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
っ
た

日
か
ら
６
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の
３
月

　

日
ま
で
の
期
間
と
し
ま
す
。

31
　

入
院
（
食
事
代
除
く
）
、
通
院
（
調
剤

含
）
の
全
額
を
助
成
し
ま
す
。

　

こ
の
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
は
、
出
生

し
た
日
か
ら
学
校
に
入
学
す
る
ま
で
の
間
、

本
町
に
居
住
す
る
世
帯
の
乳
幼
児
で
あ
れ
ば
、

医
療
費
全
額
の
助
成
を
受
け
ら
れ
る
制
度
で

す
。
こ
の
よ
う
な
助
成
制
度
が
あ
る
市
町
村

は
大
変
少
な
く
、
子
育
て
支
援
対
策
の
大
き

な
柱
と
な
っ
て
い
ま
す
。 
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認
可
保
育
所
の
保
育
料
は
、
保
護
者
（
父

母
）
及
び
そ
の
他
の
扶
養
義
務
者
（
家
計
の

主
宰
者
で
あ
る
場
合
）
の
前
年
分
所
得
税
、

前
年
度
町
民
税
の
課
税
額
を
も
と
に
決
定
さ

れ
ま
す
。

　

通
常
は
、
国
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
徴
収

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
町
で
は
独
自
策

と
し
て
、
平
成　

年
度
改
正
の
国
の
基
準
の

18

約　

％
に
抑
え
た
額
を
保
育
料
と
し
て
い
ま

60
す
。
ま
た
、
平
成　

年
度
の
所
得
税
制
の
見

19

直
し
に
よ
る
所
得
区
分
に
つ
い
て
も
据
え
置

い
て
実
施
す
る
な
ど
、
保
育
料
の
負
担
軽
減

措
置
を
行
っ
て
い
ま
す
。 
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対
象　
　

歳
〜　

歳
ま
で
の
町
民
の
方

35

39

　
　
　

生
活
保
護
受
給
者

（
た
だ
し
、
各
事
業
所
で
健
康
診
断
を
行
っ

て
い
る
方
々
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
）

内
容　

問
診
・
身
体
測
定
・
診
察
・
血
液
検

査
・
尿
検
査
・
心
電
図
・
眼
底
検
査

料
金　

無
料

方
法　

・
集
団
健
診
（
今
年
度
は
終
了
）

・
個
別
健
診
（
町
立
病
院
に
て
実
施
、

　

年
度
は
３
月
末
ま
で
受
診
可

20能
）

　

市
町
村
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
健
診
は

　

歳
以
上
で
あ
り
ま
す
が
、
本
町
で
は
健
康

40な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
年
齢
を

５
歳
引
き
下
げ
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

健
診
費
用
の
全
額
を
町
が
負
担
し
て
実
施
し

て
い
ま
す
。
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平
成　

年
度
か
ら
各
医
療
保
険
者
で

20

実
施
が
義
務
付
け
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
内
容

は
和
寒
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
が
対
象
で
す
。
（
国
保
以
外
の
医
療
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

保
険
者
の
実
施
方
法
に
し
た
が
っ
て
く
だ
さ

い
。
） 

対
象　
　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
国
民
健
康
保

40

74

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

内
容　

問
診
・
身
体
測
定
・
診
察
・
血
液
検

査
・
尿
検
査
・
心
電
図
・
眼
底
検
査

料
金　

無
料

方
法　

・
集
団
健
診
（
今
年
度
は
終
了
）

・
個
別
健
診
（
町
立
病
院
に
て
実
施
、

　

年
度
は　

月
末
ま
で
受
診
可
能
）

20

12

　

平
成　

年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

20

の
健
診
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
に
着
目
し
、
生
活
習

慣
病
の
予
防
改
善
を
目
的
と
し
た
健
診
で
す
。

『
メ
タ
ボ
』
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
７

月
号
の
健
康
メ
モ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

基
本
健
康
診
査
・
特
定
健
康
診
査
は
、
予

約
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
保
健

福
祉
課
保
健
係
ま
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
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特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

生
活
習
慣
病
の
個
別
の
リ
ス
ク
や
必
要
に
応

じ
た
保
健
指
導
を
行
い
ま
す
。

内
容　

保
健
師
及
び
栄
養
士
に
よ
る
保
健
指

導
　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
が
送
ら
れ
て
く
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
特
定
保
健
指
導
の
該

当
に
な
る
方
に
つ
い
て
は
、
保
健
師
及
び
栄

養
士
に
よ
る
保
健
指
導
が
行
わ
れ
ま
す
。
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
来
所
し
て
い
た
だ
い
た

り
、
自
宅
ま
で
お
伺
い
す
る
な
ど
し
て
改
善

指
導
等
を
実
施
し
ま
す
。
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対
象　
　

歳
以
上
の
町
民
の
方

40

料
金　

無
料
（
喀
痰
検
査
実
施
の
場
合
は

３
０
０
円
）

　

結
核
・
肺
が
ん
検
診
は
、
集
団
健
診
や
個

別
健
診
実
施
時
に
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

�
�
�
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�

◎
が
ん
健
診
ツ
ア
ー

料
金　

胃
が
ん
検
診　
　
　
　
　

５
０
０
円

大
腸
が
ん
検
診　
　
　
　

５
０
０
円

子
宮
頚
部
が
ん
検
診　
　

５
０
０
円

卵
巣
が
ん
検
診　
　
　
　

３
０
０
円

体
部
が
ん
検
診　
　
　
　

３
０
０
円

乳
が
ん
検
診　
　
　
　
　

７
０
０
円

骨
検
診　
　
　
　
　
　
　

３
０
０
円

場
所　

旭
川
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー

◎
個
別
健
診
に
伴
う
セ
ッ
ト
（
オ
プ
シ
ョ

ン
）
検
診

料
金　

胃
が
ん
検
診　
　
　
　

１
５
０
０
円

　
　
　

大
腸
が
ん
検
診　
　
　
　

３
０
０
円

　
　
　

（
受
診
項
目
選
択
可
能
）

場
所　

町
立
病
院

　

各
検
診
に
よ
っ
て
対
象
年
齢
・
性
別
・
検

診
場
所
な
ど
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
広
報
誌
４
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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対
象　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て

い
る
方

内
容　

問
診
・
身
体
測
定
・
診
察
・
血
液
検

査
・
尿
検
査

料
金　

無
料

　

平
成　

年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
後
期
高

20

齢
者
医
療
制
度
で
は
、
基
本
健
診
と
健
診
項

目
に
一
部
違
い
は
あ
る
も
の
の
ほ
ぼ
同
じ
内

容
で
の
健
診
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
で

は
、
こ
の
健
診
に
か
か
る
経
費
の
１
割
を
町

民
負
担
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
町
で
は

基
本
健
診
等
を
無
料
で
行
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
健
診
費
用
の
全
額
を
町
が
負
担
し
て
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
、
健
康
で
明
る
く
活
き
活
き
と
く
ら
せ
る

よ
う
、
町
で
の
健
康
相
談
及
び
指
導
体
制
の

充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
町
民
の
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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